
（第17547号）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
都
営
住
宅
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
�

○
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
特
定
都
営
住
宅
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
改
良
住
宅
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
改
良
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
中
野
区
の
児
童
自
立
支
援
施
設
に
係
る
事
務
の
委
託
に
関

す
る
規
約
…（
福
祉
保
健
局
少
子
社
会
対
策
部
育
成
支
援
課
）…
�

○
板
橋
区
の
児
童
自
立
支
援
施
設
に
係
る
事
務
の
委
託
に
関

す
る
規
約
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
車
両
制
限
令
の
規
定
に
基
づ
く
通
行
車
両
の
総
重
量
の
最

高
限
度
が
最
大
二
十
五
ト
ン
で
あ
る
道
路
の
指
定
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
�

○
車
両
制
限
令
の
規
定
に
基
づ
く
通
行
車
両
の
高
さ
の
最
高

限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
の
指
定
等
…（
同
）…
��

○
都
道
の
区
域
変
更
（
八
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
東
京
都
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
に
よ
る
指
定
管
理
者
が

定
め
る
申
請
書
の
提
出
以
外
の
申
請
の
方
法
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）…
	


○
港
湾
施
設
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
	


○
港
湾
施
設
の
供
用
中
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
	


告

示
（
教
）

○
博
物
館
の
登
録
抹
消
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
	


正

誤

○
令
和
四
年
三
月
四
日
付
東
京
都
公
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
	


告

示

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
三
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

西
保
木
間
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
、
２
、
７
号
棟
）

足
立
区
西
保
木
間
二
丁
目
五
番

中
層
耐
火

三
三
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
一
五
戸

高
砂
ア
パ
ー
ト

（
１８
号
棟
）

葛
飾
区
高
砂
四
丁
目
二
番

同
右

三
一
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三
二
戸
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令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（第17547号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
五
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

同
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
六
号

次
の
特
定
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
七
号

次
の
都
営
改
良
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

辰
巳
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
５
号
棟
）

江
東
区
辰
巳
一
丁
目
三
番

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

八
四
戸

三
三
、
三
〇
〇
円

七
七
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
八
、
九
〇
〇
円

九
一
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
戸

四
五
、
四
〇
〇
円

一
〇
六
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

五
五
、
四
〇
〇
円

一
二
九
、
八
〇
〇
円

辰
巳
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
６
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
二
戸

三
三
、
三
〇
〇
円

七
八
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
八
、
九
〇
〇
円

九
一
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
八
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
戸

四
六
、
三
〇
〇
円

一
〇
九
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
五
、
四
〇
〇
円

一
〇
七
、
三
〇
〇
円

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

志
村
第
２
ア
パ
ー
ト

板
橋
区
小
豆
沢
三
丁
目
十
番

中
層
耐
火

四
六
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四
〇
戸



（第17547号）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）７
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
八
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
四
年
四
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

荒
川
七
丁
目
仲
道
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

荒
川
区
荒
川
七
丁
目
八
番

高
層
耐
火

四
〇
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

一
五
二
戸

小
豆
沢
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１９
号
棟
）

板
橋
区
小
豆
沢
二
丁
目
十
一
番

中
層
耐
火

三
六
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二
〇
戸



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（第17547号） ８

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
九
号

次
の
駐
車
場
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九

年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
九
十
三
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

諏
訪
団
地
四
丁
目
第
４
駐

車
場

多
摩
市
諏
訪
四
丁
目
一

番

四
一
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

南
馬
込
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

駐
車
場

大
田
区
南
馬
込
三
丁
目

二
十
九
番

二
〇
区
画

石
神
井
町
八
丁
目
ア
パ
ー

ト
駐
車
場

練
馬
区
石
神
井
町
八
丁

目
一
番

六
〇
区
画

東
村
山
栄
町
一
丁
目
ア
パ

ー
ト
駐
車
場

東
村
山
市
栄
町
一
丁
目

二
十
二
番
地

一
〇
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十

二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
野
区
の
児
童
自
立
支
援

施
設
に
係
る
事
務
を
次
の
規
約
に
よ
り
受
託
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

中
野
区
の
児
童
自
立
支
援
施
設
に
係
る
事
務
の
委
託

に
関
す
る
規
約

（
委
託
事
務
の
範
囲
）

第
一
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
野
区
（
以
下

「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
六
十
四
号
）
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
施
設
に

係
る
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び
執
行

を
東
京
都
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
管
理
及
び
執
行
の
方
法
）

第
二
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
は
、
乙
の
条
例
及

び
規
則
そ
の
他
の
規
程
（
以
下
「
条
例
等
」
と
い
う
。
）
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
経
費
の
負
担
）

第
三
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
は
、
甲
の
負

担
と
す
る
。

２

前
項
の
経
費
の
額
及
び
交
付
の
時
期
は
、
甲
と
乙
と
が
協
議
し

て
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
乙
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
託
事

務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
の
見
積
り
に
関
す
る
書
類
を

甲
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
収
入
の
帰
属
）

第
四
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
使
用
料
及
び
手
数
料

並
び
に
財
産
収
入
及
び
諸
収
入
は
、
全
て
乙
の
収
入
と
す
る
。

（
収
入
及
び
支
出
の
経
理
）



（第17547号）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）９
第
五
条

乙
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支

出
に
つ
い
て
経
理
を
明
確
に
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

（
収
入
及
び
支
出
の
精
算
）

第
六
条

乙
は
、
毎
年
度
終
了
後
、
速
や
か
に
委
託
事
務
に
係
る
収

入
及
び
支
出
の
精
算
を
行
い
、
そ
の
明
細
を
甲
に
通
知
す
る
。

（
条
例
等
の
制
定
又
は
改
廃
の
場
合
の
措
置
）

第
七
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
乙
の

条
例
等
が
制
定
さ
れ
、
若
し
く
は
廃
止
さ
れ
、
又
は
そ
の
全
部
若

し
く
は
一
部
が
改
正
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
は
、
直
ち
に

そ
の
旨
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
委
託
事
務
の
廃
止
に
伴
う
決
算
処
理
等
）

第
八
条

委
託
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支
出
は
、

当
該
廃
止
の
日
を
も
っ
て
こ
れ
を
打
ち
切
り
、
乙
が
こ
れ
を
決
算

す
る
。

（
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
細
目
）

第
九
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
管
理
及

び
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
約
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十

二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
板
橋
区
の
児
童
自
立
支
援

施
設
に
係
る
事
務
を
次
の
規
約
に
よ
り
受
託
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

板
橋
区
の
児
童
自
立
支
援
施
設
に
係
る
事
務
の
委
託

に
関
す
る
規
約

（
委
託
事
務
の
範
囲
）

第
一
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

百
五
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
板
橋
区
（
以
下

「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
六
十
四
号
）
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
施
設
に

係
る
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び
執
行

を
東
京
都
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
管
理
及
び
執
行
の
方
法
）

第
二
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
は
、
乙
の
条
例
及

び
規
則
そ
の
他
の
規
程
（
以
下
「
条
例
等
」
と
い
う
。
）
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
経
費
の
負
担
）

第
三
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
は
、
甲
の
負

担
と
す
る
。

２

前
項
の
経
費
の
額
及
び
交
付
の
時
期
は
、
甲
と
乙
と
が
協
議
し

て
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
乙
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
託
事

務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
の
見
積
り
に
関
す
る
書
類
を

甲
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
収
入
の
帰
属
）

第
四
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
使
用
料
及
び
手
数
料

並
び
に
財
産
収
入
及
び
諸
収
入
は
、
全
て
乙
の
収
入
と
す
る
。

（
収
入
及
び
支
出
の
経
理
）

第
五
条

乙
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支

出
に
つ
い
て
経
理
を
明
確
に
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

（
収
入
及
び
支
出
の
精
算
）

第
六
条

乙
は
、
毎
年
度
終
了
後
、
速
や
か
に
委
託
事
務
に
係
る
収

入
及
び
支
出
の
精
算
を
行
い
、
そ
の
明
細
を
甲
に
通
知
す
る
。

（
条
例
等
の
制
定
又
は
改
廃
の
場
合
の
措
置
）

第
七
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
乙
の

条
例
等
が
制
定
さ
れ
、
若
し
く
は
廃
止
さ
れ
、
又
は
そ
の
全
部
若

し
く
は
一
部
が
改
正
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
乙
は
、
直
ち
に

そ
の
旨
を
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
委
託
事
務
の
廃
止
に
伴
う
決
算
処
理
等
）

第
八
条

委
託
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支
出
は
、

当
該
廃
止
の
日
を
も
っ
て
こ
れ
を
打
ち
切
り
、
乙
が
こ
れ
を
決
算

す
る
。

（
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
の
細
目
）

第
九
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
管
理
及

び
執
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙
と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
約
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
三
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条

第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の

最
高
限
度
が
車
両
の
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
最
大
二
十
五
ト
ン
で
あ

る
道
路
を
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名
及
び
指
定
区
間

別
表
の
と
お
り

二

指
定
期
日

令
和
四
年
四
月
一
日

別
表



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（第17547号） １０

路

線

名

指

定

区

間

日
本
橋
芝
浦
大
森

（
側
道
）

大
田
区
東
海
三
丁
目
三
番
地
先
か
ら
同
区

東
海
四
丁
目
十
番
地
先
ま
で

大
田
区
東
海
三
丁
目
一
番
地
先
か
ら
品
川

区
八
潮
三
丁
目
三
番
地
先
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
四
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高

限
度
が
四
・
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
併

せ
て
、
同
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
道
路
を
通
行

す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・
一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車

両
の
通
行
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名
及
び
指
定
区
間

別
表
の
と
お
り

二

指
定
期
日

令
和
四
年
四
月
一
日

三

通
行
方
法

一
の
道
路
を
通
行
す
る
高
さ
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
・

一
メ
ー
ト
ル
以
下
の
車
両
は
、
次
の
通
行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

㈠

走
行
位
置
の
指
定

ト
ン
ネ
ル
等
の
上
空
障
害
箇
所
で
は
、
車
両
又
は
車
両
に
積

載
す
る
貨
物
が
建
築
限
界
を
侵
す
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
車
線

か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
走
行
す
る
と
と
も
に
、
道
路
に
隣
接

す
る
施
設
等
に
出
入
り
す
る
た
め
や
む
を
得
ず
車
線
か
ら
は
み

出
す
場
合
は
、
標
識
や
樹
木
等
の
上
空
障
害
物
に
接
触
し
な
い

よ
う
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。

㈡

後
方
警
戒
措
置

後
方
車
両
に
対
し
十
分
な
車
間
距
離
を
取
ら
せ
、
交
通
の
危

険
を
防
止
す
る
た
め
、
横
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦

寸
法
〇
・
一
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
又
は
横
寸
法
〇
・
一
二
メ
ー

ト
ル
以
上
、
縦
寸
法
〇
・
二
三
メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
地
が
黒
色

の
板
等
に
黄
色
の
反
射
塗
料
そ
の
他
反
射
性
を
有
す
る
材
料
で

「
背
高
」
と
表
示
し
た
標
識
を
、
車
両
の
後
方
の
見
や
す
い
箇

所
に
掲
げ
る
こ
と
。

㈢

道
路
情
報
の
収
集

道
路
の
状
況
は
、
工
事
の
実
施
等
に
よ
り
変
化
す
る
こ
と
が

あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
道
路
情
報
を
収
集
し
、
上
空
障
害
箇

所
の
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
走
行
す
る
こ
と
。

別
表

路

線

名

指

定

区

間

立
川
東
大
和

立
川
市
高
松
町
二
丁
目
三
十
九
番
地
先
か

ら
同
市
緑
町
地
先
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

新
荒
川
葛
西
堤
防

二

変
更
の
区
間

江
戸
川
区
北
葛
西
一
丁
目
二
千
八
百
十
番
一
地

先

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第17547号）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）１１



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（第17547号） １２
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

江
戸
川
堤
防

二

変
更
の
区
間

江
戸
川
区
篠
崎
町
一
丁
目
五
十
一
番
一
地
先
か

ら
同
区
篠
崎
町
二
丁
目
二
百
八
十
一
番
三
地
先

ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第17547号）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）１３



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（第17547号） １４
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

八
王
子
町
田

二

変
更
の
区
間

町
田
市
相
原
町
字
和
田
内
五
千
三
百
四
十
三
番

十
四
地
先
か
ら
同
市
相
原
町
字
殿
丸
五
千
三
百

三
十
九
番
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第17547号）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）１５



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（第17547号） １６
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

八
王
子
町
田

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
片
倉
町
千
七
百
八
十
四
番
七
地
先
か

ら
町
田
市
相
原
町
字
和
田
内
五
千
三
百
四
十
三

番
十
四
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第17547号）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）１７



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（第17547号） １８
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
㈠

路
線
名

八
王
子
町
田

㈡

変
更
の
区
間

八
王
子
市
館
町
六
百
九
十
六
番
三
地
先
か
ら

同
所
二
千
八
百
四
十
八
番
一
地
先
ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑴
の
と
お
り

二
㈠

路
線
名

上
館
日
野

㈡

変
更
の
区
間

八
王
子
市
館
町
七
百
十
三
番
五
地
先
か
ら
同

所
七
百
五
番
三
地
先
ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑵
の
と
お
り



（第17547号）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）１９
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

八
王
子
武
蔵
村
山

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
小
宮
町
百
七
十
三
番
二
地
先
か
ら
同

所
三
百
四
十
二
番
ハ
一
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（第17547号） ２０
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

下
柚
木
八
王
子

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
絹
ヶ
丘
二
丁
目
六
百
八
十
番
二
地
先

か
ら
同
市
打
越
町
千
百
八
十
三
番
七
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第17547号）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）２１
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
村
山
東
久
留
米

二

変
更
の
区
間

東
久
留
米
市
柳
窪
四
丁
目
四
百
七
十
三
番
六
地

先
か
ら
同
市
滝
山
五
丁
目
二
十
七
番
五
地
先
ま

で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（第17547号） ２２



（第17547号）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）２３



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（第17547号） ２４
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
三
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
東
京
都
規
則
第

百
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
管
理
者
が
定
め
る
申
請
書
の
提
出
以
外
の
申
請
の
方
法
を
承

認
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

申
請
書
の
提
出
以
外
の
申
請
の
方
法

輸
出
入
・
港
湾
関
連
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
又
は
東
京
港
港
湾
情

報
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
、
規
則
別
記
第
一
号
様
式
又
は
別
記
第

二
号
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
指
定
管
理
者
に
送
信
す
る
こ
と
。

二

対
象
施
設

品
川
ふ
頭
外
貿
岸
壁
、
品
川
ふ
頭
外
貿
桟
橋
、
青
海
ふ
頭
岸
壁
、

青
海
ふ
頭
桟
橋
及
び
中
央
防
波
堤
外
側
ふ
頭
桟
橋
（
Ｙ
１
）

三

適
用
期
間

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
四
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
港
湾
施
設
の
規
模
を
次
の
と
お
り
変

更
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規

模

変
更
前

変
更
後

所
在
地

変
更
年

月
日

港
湾

施
設

中
央
防

波
堤
外

二
五
二
、

一
八
六
・

二
七
七
、

九
三
八
・

大
田
区
令
和

島
一
丁
目
、

令
和
四

年
四
月

用
地

側
地
区

港
湾
施

設
用
地

九
九
平
方

メ
ー
ト
ル

三
五
平
方

メ
ー
ト
ル

令
和
島
二
丁

目
、
江
東
区

海
の
森
二
丁

目
地
先
及
び

海
の
森
三
丁

目
地
先

一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
五
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
の
供
用
を
中
止
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規
模

所
在
地

中
止
年
月
日

客
船

タ
ー

ミ
ナ

ル
施

設

晴
海
客

船
タ
ー

ミ
ナ
ル

延
床
面
積
一
七
、

四
二
二
・
四
六

平
方
メ
ー
ト
ル

敷
地
面
積
三
二
、

一
七
二
・
三
八

平
方
メ
ー
ト
ル

中
央
区
晴

海
五
丁
目

七
番
一
号

令
和
四
年
四
月
一

日

同
右

青
海
客

船
タ
ー

ミ
ナ
ル

延
床
面
積
八
〇

二
・
二
二
平
方

メ
ー
ト
ル

敷
地
面
積
一
四
、

四
一
一
・
六
四

平
方
メ
ー
ト
ル

江
東
区
青

海
二
丁
目

八
番
十
一

号

同
右

告

示
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
十
三
号

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
十
五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
博
物
館
に
係
る
登
録
を
抹
消
し
た
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日東

京
都
教
育
委
員
会

一

設
置
者
の
名
称
及
び
住
所

公
益
財
団
法
人

通
信
文
化
協
会

文
京
区
湯
島
四
丁
目
五
番
十
六
号

二

博
物
館
の
名
称

郵
政
博
物
館

三

博
物
館
の
所
在
地

墨
田
区
押
上
一
丁
目
一
番
二
号

東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
タ
ウ
ン
・
ソ

ラ
マ
チ
九
階

四

登
録
番
号

第
九
十
一
号

五

登
録
抹
消
年
月
日

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

正

誤

○
令
和
四
年
三
月
四
日
付
東
京
都
公
告

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

一
五

下

後
か
ら五

食
品
衛
生
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律

第
二
百
三
十
三

号
）
第
五
十
一
条

に
規
定
す
る
営
業

の
う
ち
菓
子
製
造

業

菓
子
を
製
造
す
る

営
業
で
食
品
衛
生

法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
百
三

十
三
号
）
第
五
十

五
条
第
一
項
の
許

可
を
受
け
て
営
む

も
の

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

七
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


